
1 

税務訴訟資料 第２６５号－８４（順号１２６６７） 

大阪地方裁判所 平成●●年（○○）第●●号 過誤納金還付等請求事件 

国側当事者・国（東淀川税務署長） 

平成２７年５月２２日棄却・控訴 

 

判     決 

原告          甲 

同訴訟代理人弁護士   橋森 正樹 

同           幡野 有紀 

同補佐人税理士     橋森 宣正 

被告          国 

同代表者法務大臣    上川 陽子 

処分行政庁       東淀川税務署長 

            平野 潤一 

被告指定代理人     清水 真人 

同           河井 恒祐 

同           徳山 健一 

同           小銭 慎司 

同           浅井 伸一 

同           福岡 賢一 

 

主     文 

１ 原告の主位的請求を棄却する。 

２ 本件訴えのうち、予備的請求に係る部分を却下する。 

３ 訴訟費用は原告の負担とする。 

 

事実及び理由 

第１ 請求 

１ 主位的請求 

 被告は、原告に対し、４３０４万７４００円及びこれに対する平成２４年１１月３０日から平

成２５年１２月３１日まで年４．３％、平成２６年１月１日から支払済みまで年１．９％の割合

による金員を支払え。 

２ 予備的請求 

 東淀川税務署長は、原告に対し、平成２０年１２月●日の相続開始（被相続人丙）に係る相続

税について、取得財産の価額、債務及び葬式費用の金額、課税価格、相続税の総額、あん分割合、

算出税額、税額控除計、差引税額及び申告納税額を別紙記載の各金額とする更正をせよ。 

第２ 事案の概要 

１ 本件は、丙（以下「亡丙」という。）の相続人である原告が、上記相続に係る相続税（以下「本

件相続税」という。）の修正申告及び納付をしたところ、上記修正申告は、課税価格の算定上、
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亡丙の訴外会社に対する貸付金債務（以下「本件債務」という。）について、相続債務として控

除すべきであったのに、その金額を控除せずに行ったものであり、錯誤により無効であって、上

記納付に係る金員４３０４万７４００円は誤納金である旨主張して、被告に対し、主位的に、国

税通則法５６条１項に基づき、上記金員及びこれに対する上記納付の日の翌日（平成２４年１１

月３０日）から支払済みまで同法５８条１項、租税特別措置法９５条、９３条２項に規定する割

合であるとする、平成２５年１２月３１日までは年４．３％、平成２６年１月１日以降は年１．

９％の割合による還付加算金の支払を、予備的に、本件相続税について、職権で、課税価格、税

額等につき本件債務を相続債務として控除して算定される金額に更正することの義務付けを、そ

れぞれ求める事案である。 

２ 関係法令の定め 

（１）国税通則法（平成２３年法律第１１４号による改正前のもの。以下同じ。）の定め 

 国税通則法２３条１項１号は、納税申告書を提出した者は、当該申告書に記載した課税標準

等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に

誤りがあったことにより、当該申告書の提出により納付すべき税額が過大であるときには、当

該申告書に係る国税の法定申告期限から１年以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る課

税標準等又は税額等につき更正をすべき旨の請求をすることができる旨定めている。 

 同条２項は、納税申告書を提出した者等は、同項各号の一に該当する場合には、原則として、

同条１項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる期間において、その該当することを理由とし

て同項の規定による更正の請求をすることができる旨定めている。 

（２）相続税法の定め 

ア 相続税法１３条１項１号は、相続等により財産を取得した者が同法１条の３第１号（相続

等により財産を取得した個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を

有するもの）等の規定に該当する者である場合においては、当該相続等により取得した財産

については、課税価格に算入すべき価額は、当該財産の価額から被相続人の債務で相続開始

の際現に存するもの（公租公課を含む。）の金額のうちその者の負担に属する部分の金額を

控除した金額による旨定めている。 

イ 相続税法１４条１項は、同法１３条の規定によりその金額を控除すべき債務は、確実と認

められるものに限る旨定めている。 

ウ 相続税法２７条１項は、相続又は遺贈により財産を取得した者等は、当該被相続人からこ

れらの事由により財産を取得したすべての者に係る相続税の課税価格の合計額がその遺産

に係る基礎控除額を超える場合において、その者に係る相続税の課税価格に係る相続税額が

あるときは、原則として、その相続の開始があったことを知った日の翌日から１０か月以内

に課税価格、相続税額その他財務省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署

長に提出しなければならない旨定めている。 

３ 前提事実（顕著な事実、当事者間に争いのない事実並びに証拠及び弁論の全趣旨により容易に

認定できる事実） 

（１）相続の開始 

 亡丙は、平成２０年１２月●日、死亡し、相続（以下「本件相続」という。）が開始した。

亡丙の相続人は、妻である丁並びに子である原告、戊、Ａ及びＢであったが、戊は、相続の放

棄をした（以下、丁、原告、Ａ及びＢを併せて「本件相続人ら」という。）。（乙１２） 
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（２）本件相続税の申告 

 本件相続人らは、東淀川税務署長に対し、平成２１年１０月１９日、亡丙のＣ（以下「Ｃ社」

という。）に対する合計４億４２５２万８０００円の債務（本件債務）を課税価格の算定上控

除される債務に含め、亡丙の株式会社Ｄ（以下「Ｄ」という。）に対する貸付金（以下「本件

貸付金」という。）を４億３２００万円として、本件相続税の申告書（以下「本件申告書」と

いう。）を提出した（以下「本件当初申告」という。）。本件申告書によれば、原告の課税価格

は３０６８万５０００円、納付すべき税額は１８０万９３００円であった。（甲１） 

（３）修正申告 

 Ｂを除く本件相続人らは、大阪国税局の担当職員の修正申告の慫慂に応じて、東淀川税務署

長に対し、更正の請求期限（平成２２年１０月２６日。国税通則法２３条１項１号。なお、本

件は同条２項各号のいずれの場合にも当たらない。）の後である平成２４年１月３１日、取得

財産の価額を増額するとともに、本件債務を課税価格の算定上控除される債務から除いた本件

相続税の修正申告書（以下「本件修正申告書」という。）を提出した（以下「本件修正申告」

という。）。本件修正申告書によれば、原告の課税価格は１億２８４１万５０００万円、納付す

べき税額は３５０５万４０００円であった。原告は、被告（東淀川税務署）に対し、同年１１

月２９日、本件修正申告に基づき追加で納付すべき相続税等の額である４３０４万７４００円

（相続税額３３２４万４７００円、過少申告加算税額４８９万５５００円及び延滞税額４９０

万７２００円の合計）を納付した。（甲２） 

（４）本件訴訟提起 

 原告は、平成２５年９月１８日、本件訴訟を提起した。（顕著な事実） 

４ 争点及びこれに関する当事者の主張 

 本件の争点は、①本件修正申告書の記載内容についての錯誤の主張が許されるか（主位的請求

に係る争点・争点１）、②義務付けの訴えの適法性（予備的請求に係る本案前の争点・争点２）

及び③義務付けの訴えに係る請求に理由があるか（予備的請求に係る争点・争点３）であり、こ

れらの点に関する当事者の主張は、以下のとおりである。 

（１）争点１（錯誤主張の許否） 

（原告の主張） 

ア 後記（被告の主張）イ（ア）～（エ）の客観的事実関係はおおむね認める。なお、Ｄは、

平成２１年７月３日、亡丙のＣ社に対する貸金返還債務のうち７０００万円を弁済している

が、その原資は亡丙が所有していた不動産の売却代金７０００万円であった。 

イ（ア）相続税法１４条１項に規定する「確実と認められる」債務とは、債務の存在及び債権

者による請求その他により債務者につきその債務の履行が義務付けられている債務を

意味すると解すべきである。 

 本件債務は、亡丙が平成８年３月２９日に借り入れた７億円に関する債務であり、本

件相続開始時における債務の金額は４億４２５２万８０００円であった。そして、後記

（被告の主張）イ（ウ）のとおり、数回にわたって、債務の承認及び弁済を内容とする

合意がされ、合意に係る書面が作成されたことからすれば、本件債務の存在は明白であ

った。本件債務の存在が明白であった以上、本件相続開始の際、本件債務が、債権者で

あるＣ社による請求により本件相続人らにつきその債務の履行が義務付けられている

債務であったことも明白である。 
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（イ）亡丙は、Ｄの代表者であり、かつ、ＤのＣ社に対する貸金返還債務について連帯保証

をしていたのであり、亡丙が本件債務のほか、ＤのＣ社に対する債務（亡丙の連帯保証

債務を含む。）について、亡丙の資産をもって弁済していくことは通常のことであって、

亡丙が本件債務の額を超える額のＤのＣ社に対する債務（亡丙の連帯保証債務を含む。）

を弁済したからといって、本件債務が「確実と認められる」債務に当たらないことには

ならない。 

（ウ）Ｃ社は、亡丙、Ｄ及び株式会社Ｅ（以下「Ｅ」といい、亡丙、Ｄ及びＥを併せて「本

件債務者ら」という。）との間で、亡丙の死亡日の前日である平成２０年１２月●日、

本件債務者らが平成２１年４月３０日までに６億７０００万円を弁済したときは、本件

債務者らに対するその余の債権について債務を免除する旨合意したが、これは条件付き

債務免除であり、この合意は、むしろ、本件相続開始の際、本件債務が存在し、その履

行が義務付けられている債務であったことを裏付けるものである。実際にも、上記合意

がされた後、条件の一つである支払期限が別途の合意で延長され、さらに、その延長後

の期限も徒過してようやく弁済されているのであって、本件相続開始の際、債務免除が

所与のものとして予定されていたと評価することは到底できない。原告は、Ｃ社から債

務免除する旨の通知は受けておらず、そもそも実際に免除されたかどうかも定かではな

い。また、Ｃ社による債務免除の法的効果は、免除の意思表示がされた時点で発生する

と解さざるを得ず、免除の意思表示がされた時点で、本件相続人らに債務免除益が発生

したとして、事業所得又は一時所得として課税されるべきである。 

（エ）このように、本件相続税の課税価格の算定に際し、本件債務の額を課税価格から控除

すべきであるにもかかわらず、原告は、大阪国税局の担当職員から、本件債務は控除す

べき債務ではない旨の誤った指導をされ（本件修正申告後に売却代金を本件債務の弁済

に充てた被相続人所有の不動産については財産として計上させたまま、本件債務を控除

すべき債務ではない旨指導することは明白な誤りである。）、その旨誤信して、慫慂に応

じて本件修正申告を行ったものである。そして、本件債務の額は４億４２５２万８００

０円であり、これを控除した場合と控除しない場合の相続税額の差額は３０００万円を

超えるものであって、その錯誤は重大である（なお、後記ウのとおり、Ｄは、本件相続

開始の際、支払不能の状態であったことから、亡丙のＤを主債務者とする連帯保証債務

についても、相続税法基本通達１４－３により控除されるべきであり、この点からも、

原告の錯誤は重大であったということができる。）。納税申告の錯誤無効が認められるた

めに錯誤の明白性の要件は不要と解すべきであるが、仮に、錯誤の明白性の要件が必要

であるとしても、本件については、錯誤の明白性もある。 

ウ 本件相続開始時には、Ｄは、債務整理を進めてきた状態であり、既にその後の事業継続は

見込めない状態で清算に向けて処理が進められていたものであって、実際にも、Ｄは、平成

２２年７月●日、破産手続開始の決定を受けたことから、亡丙のＤに対する本件貸付金につ

いては、国税庁長官の発出した昭和３９年４月２５日付け直資５６ほか「財産評価基本通達」

（以下「評価通達」という。）２０５の「その他その回収が不可能又は著しく困難であると

見込まれるとき」に該当することは明白であり、本件修正申告において、本件貸付金は正し

く評価されていたのであって、被告が主張するように、本件貸付金の評価が誤っており、こ

れが正しく評価されていれば、仮に課税価格の算定上本件債務が控除されるべきであったと
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しても、結果的に本件相続税の税額が本件修正申告に係る相続税額を上回るというようなこ

とにはならない。なお、本件申告書を作成した公認会計士・税理士のＦ（以下「Ｆ税理士」

という。）は、「株式会社Ｄ他関係会社に対する持分及び債権・債務の評価について」と題す

る書面（乙１７）の中で、本件貸付金が評価通達２０５の例示に該当しないことを指摘した

までであり、「その他その回収が不可能又は著しく困難であると見込まれるとき」に該当す

る旨記載している。 

 そして、本件修正申告は、更正の請求期間の後、慫慂されて行ったものであり、Ｆ税理士

も、大阪国税局の担当職員の誤った指導により本件債務は控除すべき債務ではない旨誤信し

ていたのであるから、本件修正申告の錯誤無効を主張する以外に法的な救済手段は存在せず、

法が定めた方法以外にその是正を許さないならば、納税義務者の利益を著しく害すると認め

られる特段の事情がある。 

 したがって、本件修正申告は錯誤により無効であり、本件当初申告による納付すべき税額

である１８０万９３００円を超える部分、すなわち、本件修正申告に伴い納付した４３０４

万７４００円は誤納金である。 

（被告の主張） 

ア 納税申告書の記載内容に過誤がある場合において、更正の請求という法定の手続によらな

いで当該過誤の是正が認められるためには、その錯誤が客観的に明白かつ重大であって、更

正の請求以外に上記申告書の記載内容の過誤の是正を許さないならば、納税義務者の利益を

著しく害すると認められる特段の事情がある場合に限られるというべきである。そして、納

税申告につき錯誤による無効の主張を許容できる特段の事情がない限りは修正申告又は更

正の請求といった税法の定める手続によらないで申告内容の変更をすることは許されない

とする趣旨に鑑みると、修正申告の内容を更に変更することは、なおのこと許されないので

あり、修正申告について錯誤無効の主張が許容される場合は、更に限定されるべきである。 

イ 相続税法１４条１項に規定する「確実と認められる」債務とは、債権者による裁判上、裁

判外の請求、仮差押え、差押え、債務承認の請求等、債権者の債務の履行を求める意思が客

観的に認識し得る債務のほか、債務者においてその履行義務が法律的に強制される場合に限

らず、社会生活関係上、営業継続上又は債権債務成立に至る経緯等に照らして事実的、道義

的に履行が義務付けられているか、履行せざるを得ない蓋然性の表象のある債務、すなわち

履行が確実と認められる債務を意味すると解すべきである。 

 そして、本件債務者らのＣ社に対する債務の状況は下記（ア）のとおりであったところ、

下記（イ）～（エ）の事情に照らし、下記（オ）のとおり、本件債務は「事実的、道義的に

履行が義務付けられている」とはいうことができず、相続税法１４条に規定する「確実と認

められる」債務に当たらない。 

（ア）本件債務者らのＣ社に対する債務の状況 

 株式会社Ｇ銀行は、Ｃ社に対し、平成１６年１２月２７日、本件債務者らに対する以下

のａ～ｃの各貸付残債権を譲渡した。 

ａ 亡丙 ４億６６９１万８０００円 

 貸付実行日 平成８年３月２９日 

 当初貸付金額 ７億円 

ｂ Ｄ 合計３０億２１００万７２６２円 
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（ａ）貸付実行日 平成１５年７月３１日 

 当初貸付金額 ５億４６００万円 

 譲渡時元本残高 ５億４６００万円 

（ｂ）貸付実行日 同日 

 当初貸付金額 １２億７２００万円 

 譲渡時元本残高 １２億７２００万円 

（ｃ）貸付実行日 同日 

 当初貸付金額 ２億９９３６万円 

 譲渡時元本残高 ２億９５００万７２６２円 

（ｄ）貸付実行日 同日 

 当初貸付金額 ５億３３００万円 

 譲渡時元本残高 ５億３３００万円 

（ｅ）貸付実行日 同日 

 当初貸付金額 ３億７５００万円 

 譲渡時元本残高 ３億７５００万円 

ｃ Ｅ １億５３０８万８０００円 

 貸付実行日 平成１２年８月３１日 

 当初貸付金額 ２億円 

（イ）亡丙は、自らの財産を処分するなどして本件債務者らのＣ社に対する債務を弁済したこ

と 

ａ 亡丙のＣ社への弁済及びＤへの貸付けの状況 

 亡丙は、自己の所有する不動産を売却し、代金を受領した当日、ＤのＣ社に対する貸

金返還債務に係る連帯保証債務の履行として、Ｃ社に対し、平成１８年２月２８日に２

４５５万２８５０円を、同年１２月２２日に５４８４万円を、それぞれ弁済した。 

 また、亡丙は、Ｄに対し、ＤのＣ社に対する貸金返還債務の履行を目的として、平成

１９年８月２３日頃に１億３３４９万７０００円を、平成２０年１２月１６日に１億２

３１２万９０８０円を、同月２５日頃に１億９３５６万６１５８円を、それぞれ貸し付

けたところ、Ｄは、亡丙からの上記各貸付金のうち、それぞれ、１億３３４９万７００

０円、１億２３１２万９０８０円及び１億６３３４万９０７８円について、いずれもＣ

社への返済に充てた。 

 このように、亡丙は、Ｃ社に対し、ＤのＣ社に対する貸金返還債務に係る連帯保証債

務の履行として合計７９３９万２８５０円を弁済したほか、Ｄに対してＣ社への貸金返

還債務の履行を目的として貸し付けることにより、Ｄを介し、Ｃ社に対し、合計４億１

９９７万５１５８円を弁済したということができ、その合計額は４億９９３６万８００

８円となる。 

ｂ 亡丙のＤに対する求償権及び貸金債権の債権放棄の状況 

 一方、亡丙は、平成１８年１２月２８日、Ｃ社に対する連帯保証債務の履行により取

得したＤに対する求償金合計７９３９万２８５０円について債権放棄をした。 

 また、亡丙は、平成１９年１２月２８日、Ｄに対する貸金債権のうち、同年８月２３

日頃に貸し付けた１億３３４９万７０００円について債権放棄をし、亡丙又は本件相続
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人らは、平成２１年４月２０日、Ｄに対する貸金債権のうち、平成２０年１２月１６日

に貸し付けた１億２３１２万９０８０円の一部である１億１４６６万４３２５円、同月

２５日頃に貸し付けた１億９３５６万６１５８円の一部である１億９３４８万３４４

３円について、それぞれ債権放棄をした。 

 このように、亡丙は、ＤのＣ社に対する貸金返還債務に係る連帯保証債務の履行によ

る求償債権及びＤのＣ社に対する貸金返還債務の履行を目的として貸し付けた貸金債

権のうち、少なくとも合計４億９０９０万３２５３円については、債権放棄をしたので

あって、事実上、亡丙が、Ｃ社に対し、同額の本件債務者らのＣ社に対する貸金返還債

務を弁済したと同視し得る。 

 そして、本件相続開始時における亡丙のＣ社に対する貸金返還債務の金額は４億４２

５２万８０００円であるから、亡丙が弁済したと同視し得る金額は、上記貸金返還債務

の金額を超えている。 

（ウ）亡丙とＣ社との間では、一貫して、一定の弁済を条件として、その余の債務を免除する

合意がされていたこと 

 Ｃ社は、本件債務者らとの間で、平成１８年１２月２２日、平成２０年９月２２日及び

同年１２月２５日、それぞれ、一定額の弁済等を条件としてその余の債務を免除する旨の

合意（以下、これらの合意をそれぞれ「平成１８年合意」「平成２０年９月合意」「平成２

０年１２月合意」という。）をし、しかも、弁済が着実に進んでいることを評価したため

か、前の合意で示された条件が満たされなくても、新たな条件を設定するなどして、一貫

して一定の条件を満たすことを前提として残債務を免除する意向を示し続けてきた。 

 そして、Ｃ社は、平成２０年１２月合意において、平成２０年９月合意よりも債務の免

除の条件を緩和させ、本件債務者らが、平成２１年４月３０日までに６億７０００万円を

弁済したときは、本件債務者らに対するその余の債務を免除するとした。 

 また、Ｃ社は、Ｄ、本件相続人ら、Ｅ及びＨ株式会社（以下「Ｈ社」という。）との間

で、平成２１年５月１１日頃、平成２０年１２月合意の際作成された合意書（以下「平成

２０年１２月合意書」という。）について、平成２１年５月１１日付け覚書（以下「本件

覚書」という。）記載のとおり合意したが、本件覚書４項で、平成２０年１２月合意書の

各条項が引き続き有効であることが確認されていた。 

 このように、Ｃ社としては、平成２０年１２月合意における「平成２１年４月３０日ま

でに」との期限を一応の目安としつつ、それ以降であっても、本件債務者らから６億７０

００万円の弁済を受けた時点で、本件債務者らのその余の債務を免除する意思を示してい

たというべきである。 

（エ）本件債務者らは相続開始時までに着実に弁済し、かつ、相続開始時点で処分可能な財産

も存したため、免除の条件を満たすことは確実であったこと 

 本件債務者らは、その所有する不動産を売却するなどして、平成１８年合意までに合計

６億９２６０万５１１６円、平成２０年９月合意までに合計８億０３００万６５４８円、

平成２０年１２月合意までに合計６億４６００万円を弁済するなど、貸金返還債務につい

て着実に弁済していた。 

 また、Ｄは、平成２０年１２月合意の時点において、多数の不動産を所有しており、こ

れらの不動産の売却代金に基づく弁済が近い将来確実に見込める状況にあり、Ｄは、実際
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に、平成２１年にも多数の不動産を売却した。 

 このように、本件相続開始の際、Ｄからの６億７０００万円の弁済が十分に見込まれて

おり、本件債務が免除されることは相当程度確実であった。 

（オ）まとめ 

 このような債務者と債権者の関係、免除の合意内容等に照らし、債務者である亡丙にお

いて、その履行が事実的、道義的に義務付けられているか、履行せざるを得ない蓋然性の

表象があったとはいうことができず、むしろ、ほぼ履行せずに済む見通しであったという

ことができる。 

 加えて、亡丙は、本件相続開始時までに、自己の所有する不動産を売却し、判明してい

るだけで５億６７６７万５０５４円の売買代金を受領していながら、平成１８年１２月２

２日に自己のＣ社に対する貸金返還債務２４３９万円を弁済したのみであり、以後、平成

２１年７月３日にＤが７０００万円を弁済した（なお、この原資はＤのＨ社からの借入金

であり、亡丙の財産ではない。）以外は一切弁済していないにもかかわらず、Ｃ社は、亡

丙に対し、本件債務の履行を督促した形跡は認められないから、Ｃ社について、本件債務

について履行を求める意思が客観的に認識し得る状況にあったともいうことはできない。 

 したがって、本件債務は、本件相続開始の際、「確実と認められる」債務とはいうこと

ができず、本件債務の額を本件相続税の課税価格の算定に際し、課税価格から控除すべき

でないことは明らかである。 

ウ そうすると、本件修正申告の内容は、客観的な事実関係とそごしないのであって、本件修

正申告に当たって原告に錯誤があったとはいうことができない。 

 仮に、本件債務が債務控除の対象となり、債務控除せずに本件修正申告をしたことが過誤

であるとしても、同過誤は、債権者と債務者との間で本件債務について免除が前提となって

いたか否かという修正申告書又はその添付書類に現れていない事柄に関するものであり、誤

記、計算違いといった客観的に明白な過誤ではないため、修正申告について錯誤により無効

であると主張できる場合には当たらない。 

 また、大阪国税局の担当職員は、本件申告書を作成したＦ税理士に対し、本件債務を債務

控除の対象から除いた修正申告を慫慂したところ、原告は、税の専門家であるＦ税理士に相

談して十分検討し、更正の請求期間が経過していることを認識した上で、本件債務を債務控

除の対象から除くことについて納得した上で修正申告を行ったのであって、慫慂に対して盲

目的に修正申告を行ったわけではないし、上記慫慂後、Ｆ税理士が知り得なかったような新

たな事実が判明したというような事情もないことから、本件修正申告は、無効としなければ

ならない重大、明白な錯誤があったとは到底いうことができない。 

エ 仮に、本件債務が存在し、かつ、それが「確実と認められるもの」に該当するものとして

課税価格の算定上控除すべきであったとしても、そもそも本件修正申告は、他方において、

亡丙のＤに対する本件貸付金の評価を誤っており、これを正しく評価すれば、結果的に相続

税額は本件修正申告を上回ることとなるから、「納税義務者の利益を著しく害する特段の事

情」がある場合には当たらない。 

 すなわち、相続税法２２条は、相続等により取得した財産の価額は、原則として、取得の

時（相続開始時）における時価による旨規定しており、相続財産の評価は、評価通達に基づ

き行うべきであるところ、本件相続人らは、本件当初申告において、Ｄの経営状態の悪化を
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理由に、評価通達２０５の「その他その回収が不可能又は著しく困難であると見込まれると

き」に該当するとして、本件貸付金を額面額である１４億３９７８万００７１円に３０％を

乗じた４億３２００万円と評価した。 

 しかし、本件申告書を作成したＦ税理士も認めるとおり、本件相続開始時において、Ｄに

は、手形交換所において取引の停止処分を受けたこと等の評価通達２０５の例示に該当する

客観的に明白な事由はない。 

 また、総勘定元帳によれば、Ｄは、本件相続開始後も営業活動を行っており、原告やＥ等

に対し、貸付金の返済を行っているのであるから、経営状況が客観的に破綻していることが

明白であるということができないことは明らかであり、債権回収の見込みがないことが客観

的に確実であるとはいうことができない（Ｄが破産手続開始の決定を受けたのは本件相続開

始時から約１年７か月もの期間が経過後のことであるから、上記破産手続開始の決定の事実

からＤが本件相続開始時において経営状況が破綻していることが明白であったともいうこ

とはできない。）。 

 したがって、本件貸付金を評価するに当たっては、額面のとおり１４億３９７８万００７

１円として評価し、課税価格を１８億７２５７万２０００円と算定すべきであり、それにも

かかわらず、本件相続人らは、本件修正申告において、本件貸付金を４億３２００万円とし

て評価し、課税価格を８億６４７９万２０００円と算定したのであるから、本件修正申告に

は誤りがある。 

 したがって、仮に、本件債務について債務控除すべきであったとしても、本件貸付金を額

面のとおりに評価して算出した相続税額は、本件修正申告において算定された相続税額を上

回るし、上記ウのとおり、原告は、税の専門家であるＦ税理士に相談して十分検討し、本件

債務を債務控除の対象から除くことについて納得した上で修正申告を行ったのであるから、

結局、本件修正申告について、その錯誤が客観的に明白かつ重大であり、法が定めた方法以

外にその是正を許さなければ、納税義務者の利益を著しく害すると認められる特段の事情は

ない。 

（２）争点２（義務付けの訴えの適法性） 

（原告の主張） 

ア 本件で、被告が後記（被告の主張）アで主張する金銭賠償による回復とは具体的にどのよ

うな方法によることをいうのか、不明である。 

 また、原告が求める減額更正がされなければ、原告は、金銭賠償による回復をできないば

かりか、他の相続人の相続税（税額４６２０万２５００円）について連帯納付義務を負うこ

とになり、このような状態が継続すれば、例えば、原告が事業を立ち上げるために金融機関

から融資を受けようとしても受けられないといった不利益を被るなど、原告の経済活動に多

大な支障を及ぼすことは明らかであり、その損害は重大である。 

イ 更正の請求について排他性が認められるのは、更正の請求制度を法が認めているからでは

なく、申告納税制度と密接な関係があり、自己の責任で申告することが求められているから

である。すなわち、申告することで自らの責任で税額を確定した以上、その是正について期

間制限が設けられてもやむを得ないというものである。 

 しかし、本件においては、原告が本件申告書により申告した相続税額が客観的に正当であ

ったにもかかわらず、原告は、更正の請求期間が経過した後である平成２３年１０月頃に大
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阪国税局の担当職員から誤った指導に基づき修正申告の慫慂をされ、それに応じて本件修正

申告をしたのであって、更正の請求の排他性の上記趣旨が妥当しない。 

 また、本件では、修正申告のうち錯誤に係る部分の無効を前提に誤納金の返還を求める公

法上の不当利得返還の訴えに係る請求が認められない場合の予備的請求として、本件の義務

付けの訴えに係る請求をしているのであり、本件の義務付けの訴えが補充性を欠くことはな

い。 

ウ したがって、本件の義務付けの訴えは適法である。 

（被告の主張） 

ア 原告が減額更正がされないことにより生ずると主張する損害は、相続税として既に納付し

た４３０４万７４００円であり、かつ、原告に、事業の継続が事実上不可能になるなどの事

情はなく、金銭賠償により十分回復が可能なものであるから、減額更正がされないことによ

り原告に重大な損害が生ずるおそれがあるということができないことは明らかである。 

イ 相続税法及び国税通則法が、相続税について申告納税制度を採用し（相続税法２７条、国

税通則法１６条２項１号）、納税者が申告内容を自己に有利に是正する手段として、更正の

請求という特別の方法を設ける一方、当該更正の請求について要件及び期間制限を設けてい

る（同法２３条等）趣旨は、相続税の課税標準等の決定については、最もその間の事情に通

じている納税義務者自身の申告に基づくものとして、その過誤の是正は、期間制限を設けた

上で、法律が特に認めた場合に限るという建前にすることにより、租税法律関係の速やかな

確定及び法的安定性という要請に応じる一方、納税義務者に対しても過当な不利益を強いる

ことのないよう配慮することにあると解されるから、納税者が申告内容を自己に有利に是正

するためには、原則として、更正の請求という法律が特に認めた手段によるべきであって、

他の救済手続によることは許されないと解すべきである（更正の請求の排他性）。 

 このような更正の請求の排他性の考え方によれば、税額の減額を求める場合には、原則と

して、更正の請求の手続によらなければならず、他の救済手続によることは許されないので

あるから、更正の請求期間の経過前は、当然、申請内容を自己に有利に是正する手続として、

更正の請求をすることが損害を避けるための適当な方法であり、職権による減額更正を求め

る義務付けの訴えを提起することはできない。また、非申請型の義務付けの訴えは、そもそ

も法令上の申請権が認められていない者を救済するための例外的な訴訟類型であるから、法

令上の申請権が認められていながら、更正の請求期間を徒過して法令上の申請権を行使する

ことができなくなった者を救済することは予定されていない上、更正の請求の制度を設けつ

つその請求期間及び要件を限定して租税法律関係の法的安定を図った制度の趣旨に照らせ

ば、義務付けの訴えにより職権による減額更正を求めることは、「損害を避けるため他に適

当な方法がない」とはいうことができない。本件では、大阪国税局の担当職員は、本件申告

書を作成したＦ税理士に対し、本件債務を債務控除の対象から除いた修正申告を慫慂したと

ころ、原告は、税の専門家であるＦ税理士に相談して十分検討し、更正の請求期間が経過し

ていることを認識した上で、本件債務を債務控除の対象から除くことについて納得した上で

修正申告を行ったのであるから、義務付けの訴えの途を排除することが極めて不合理ともい

うことはできない。 

 なお、納税申告書の記載内容の錯誤が客観的に明白かつ重大であって、更正の請求以外に

確定申告書の記載内容の過誤の是正を許さないならば、納税義務者の利益を著しく害すると
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認められる特段の事情がある場合には、当該更正がされないことにより生ずるおそれがある

損害を避けるため他に適当な方法として、当該申告のうち錯誤に係る部分の無効を前提に誤

納金の返還を求める公法上の不当利得返還の訴え又は未納付の租税債務の不存在確認の訴

えがあるのであるから、職権による減額更正を求める義務付けの訴えは、やはり補充性の要

件を欠く。 

ウ したがって、本件の義務付けの訴えは不適法である。 

（３）争点３（義務付けの訴えに係る請求に理由があるか） 

（原告の主張） 

ア 前記（１）の（原告の主張）ア及びイと同じ。 

イ このように、本件相続税の課税価格の算定に際し、本件債務の額を課税価格から控除すべ

きであるにもかかわらず、原告は、大阪国税局の担当職員から、本件債務は控除すべき債務

ではない旨の誤った指導をされ、その旨誤信して本件修正申告を行ったものであって、東淀

川税務署長は、本件債務が控除すべき債務であることを前提として、別紙のとおり、更正を

行う義務がある。 

（被告の主張） 

 争う。 

第３ 当裁判所の判断 

１ 争点１（錯誤主張の許否）について 

（１）原告は、本件において、更正の請求期限の後に行った本件修正申告（前記前提事実（３））

について、錯誤の主張をしていることから、以下、このような場合に錯誤の主張が許されるか

について検討する。 

 相続税法が、いわゆる申告納税制度を採用し、申告書記載事項の過誤の是正につき特別の規

定を設けたのは、相続税の課税標準等の決定については最もその間の事情に通じている納税義

務者自身の申告に基づくものとし、その過誤の是正は法律が特に認めた場合に限ることとする

ことが、租税債務を可及的速やかに確定させるべきであるとする国家財政上の要請に応ずるも

のであり、納税義務者に対しても過当な不利益を強いるおそれがないと認めたからにほかなら

ない。したがって、納税申告書の記載内容の過誤の是正については、その錯誤が客観的に明白

かつ重大であって、税法の定めた方法以外にその是正を許さないならば、納税義務者の利益を

著しく害すると認められる特段の事情がある場合でなければ、法定の方法によらないで記載内

容の錯誤を主張することは許されないというべきであり（最高裁昭和３９年１０月２２日第一

小法廷判決・民集１８巻８号１７６２頁参照）、このことは、修正申告書の記載内容の過誤の

是正についても同様に解すべきである。 

（２）各項末尾記載の証拠及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。 

ア 株式会社Ｇ銀行は、Ｃ社に対し、平成１６年１２月２７日、本件債務者らに対する以下の

債権を譲渡した。（乙１、２の１～３、１６） 

（ア）亡丙 ４億６６９１万８０００円 

 ローン番号 ●●（以下「本件ローン①」という。） 

 貸付実行日 平成８年３月２９日 

 当初貸付金額 ７億円 

 譲渡時元本残高 ４億６６９１万８０００円 
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（イ）Ｄ 合計３０億２１００万７２６２円 

ａ ローン番号 ●●（以下「本件ローン②」という。） 

 貸付実行日 平成１５年７月３１日 

 当初貸付金額 ５億４６００万円 

 譲渡時元本残高 ５億４６００万円 

ｂ ローン番号 ●●（以下「本件ローン③」という。） 

 貸付実行日 同日 

 当初貸付金額 １２億７２００万円 

 譲渡時元本残高 １２億７２００万円 

ｃ ローン番号 ●●（以下「本件ローン④」という。） 

 貸付実行日 同日 

 当初貸付金額 ２億９９３６万円 

 譲渡時元本残高 ２億９５００万７２６２円 

ｄ ローン番号 ●●（以下「本件ローン⑤」という。） 

 貸付実行日 同日 

 当初貸付金額 ５億３３００万円 

 譲渡時元本残高 ５億３３００万円 

ｅ ローン番号 ●●（以下「本件ローン⑥」という。） 

 貸付実行日 同日 

 当初貸付金額 ３億７５００万円 

 譲渡時元本残高 ３億７５００万円 

（ウ）Ｅ １億５３０８万８０００円 

 ローン番号 ●●（以下「本件ローン⑦」といい、本件ローン①～⑦に係る債務を「本

件各貸金債務」という。） 

 貸付実行日 平成１２年８月３１日 

 当初貸付金額 ２億円 

 譲渡時元本残高 １億５３０８万８０００円 

イ 本件債務者らは、Ｃ社に対し、上記アの債権譲渡以降、平成１７年２月２８日から平成１

８年１２月２１日までの間、本件各貸金債務について、２７回にわたり、合計６億９２６０

万５１１６円を弁済した（なお、亡丙は、ＤのＣ社に対する貸金返還債務について連帯保証

債務を負っており、上記弁済には亡丙の上記連帯保証債務についての弁済を含んでいる。）。

（乙２の２、４、５の各１） 

ウ Ｃ社は、本件債務者らとの間で、同月２２日、一定額の弁済等を条件として本件債務者ら

に対してその余の本件各貸金債務を免除することを合意し（平成１８年合意）、上記合意内

容を記載した合意書を作成した。 

 平成１８年合意時点における本件各貸金債務の元本残高は、以下の（ア）～（キ）のとお

りであった。 

（甲３） 

（ア）本件ローン① ４億６６９１万８０００円 

（イ）本件ローン② １９３万９２５４円 
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（ウ）本件ローン③ １１億２３４５万５６３０円 

（エ）本件ローン④ ２億９５００万７２６２円 

（オ）本件ローン⑤ ５億３３００万円 

（カ）本件ローン⑥ ３億７５００万円 

（キ）本件ローン⑦ １億５３０８万８０００円 

エ 本件債務者らは、Ｃ社に対し、同日から平成２０年９月２１日までの間、本件各貸金債務

について、１９回にわたり、合計８億０３００万６５４８円を弁済した（なお、上記弁済に

は亡丙の上記イの連帯保証債務についての弁済を含んでいる。）。（乙２の１・２、４の２、

５の２） 

オ Ｃ社は、本件債務者らとの間で、同月２２日、本件債務者らが同月２６日までに１３億１

０００万円を弁済すること、Ｃ社は、上記弁済がされることを条件として本件債務者らに対

してその余の本件各貸金債務を免除すること等を合意し（平成２０年９月合意）、上記合意

内容を記載した合意書を作成した。 

 平成２０年９月合意時点における本件各貸金債務の元本残高は、以下の（ア）～（キ）の

とおりであった。 

（乙９） 

（ア）本件ローン① ４億４２５２万８０００円 

（イ）本件ローン② １９３万９２５４円 

（ウ）本件ローン③ ９億８７４５万５６３０円 

（エ）本件ローン④ ２億４０１６万７２６２円 

（オ）本件ローン⑤ ８０２０万５４５２円 

（カ）本件ローン⑥ ２億４００１万８０００円 

（キ）本件ローン⑦ １億５３０８万８０００円 

カ 本件債務者らは、Ｃ社に対し、同月２２日から同年１２月２５日までの間、本件各貸金債

務について、３回にわたり、合計６億４６００万円を弁済した。（乙２の２・３、５の３・

４） 

キ Ｃ社は、本件債務者らとの間で、同日、本件債務者らが平成２１年４月３０日までに６億

７０００万円を弁済すること、Ｃ社は、上記弁済がされることを条件として、本件債務者ら

に対してその余の本件各貸金債務を免除すること等を合意し（平成２０年１２月合意）、上

記合意内容を記載した合意書（平成２０年１２月合意書）を作成した。 

 平成２０年１２月合意時点における本件各貸金債務の元本残高は、以下の（ア）～（キ）

のとおりであった。また、Ｄは、平成２０年１２月合意時点で、大阪市淀川区Ｉ町●●等所

在（当時）の５筆の土地（以下「Ｉ町の各土地」という。）を所有し、大阪市淀川区Ｉ町●

●、●●等所在（当時）の６個の建物ないし区分建物（以下「Ｉ町の各建物」という。）を

所有又は亡丙と共有していた。（甲４、１３の１～５、１４の１～６、乙１６） 

（ア）本件ローン① ４億４２５２万８０００円（本件債務） 

（イ）本件ローン② １９３万９２５４円 

（ウ）本件ローン③ ５億８７４５万５６３０円 

（エ）本件ローン④ １億４７２５万５２６２円 

（オ）本件ローン⑤ ８０２０万５４５２円 
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（カ）本件ローン⑥ ２億４００１万８０００円 

（キ）本件ローン⑦ ０円 

ク 本件債務者ら及び本件相続人らは、平成２１年４月３０日までに６億７０００万円を弁済

しなかったが、Ｃ社は、Ｄ、本件相続人ら、Ｅ及びＨ社との間で、同年５月１１日頃、平成

２０年１２月合意における６億７０００万円の支払期限について、平成２１年５月１１日限

り６億円、同年６月３０日限り７０００万円とすることに変更し、平成２０年１２月合意に

おける担保権の取扱いを変更することなどを合意し、平成２０年１２月合意書の各条項（債

務の免除に関する条項も含まれる。）が、引き続き有効であることを相互に確認して、上記

合意及び確認内容を記載した平成２１年５月１１日付け覚書（本件覚書）を作成した。（乙

１３） 

ケ Ｄは、Ｈ社に対し、同日、Ｉ町の各土地及びＩ町の各建物（共有の建物ないし区分建物に

ついては自己の持分）を６億円以上で売却し、Ｃ社に対し、同日、上記売却代金を原資に、

ＤのＣ社に対する貸金返還債務（本件ローン③及び本件ローン④）の履行として、合計６億

円を弁済した。（甲１３の１～５、１４の１～６、乙２の２、５の４、２０） 

コ 本件相続人らは、Ｈ社に対し、同年６月２６日、亡丙から相続した、大阪市淀川区Ｉ町●

●等（当時）所在の３筆の土地及びＩ町の各建物の一部の本件相続人らの持分を７０００万

円で売却した。（甲１４の３～６、甲１５の１～３、１６、乙２１） 

サ Ｄは、Ｃ社に対し、同年７月３日、亡丙のＣ社に対する貸金返還債務（本件ローン①）の

履行として、７０００万円を弁済した（なお、この弁済の原資はＤのＨ社からの借入金であ

るが、その借入金の原資が上記コの本件相続人らの不動産売却代金かについては争いがあ

る。）。 

 上記弁済後の本件各貸金債務の元本残高は、以下のとおりであった。（乙２の１～３、５

の４、２８） 

（ア）本件ローン① ３億７２５２万８０００円 

（イ）本件ローン② １９３万９２５４円 

（ウ）本件ローン③ １億３４７１万０８９２円 

（エ）本件ローン④ ０円 

（オ）本件ローン⑤ ８０２０万５４５２円 

（カ）本件ローン⑥ ２億４００１万８０００円 

（キ）本件ローン⑦ ０円 

シ Ｄ及びＤの代表取締役であったＢは、平成２２年７月●日、大阪地方裁判所から破産手続

開始の決定を受けた。（甲５） 

（３）相続税法１４条１項に規定する「確実と認められる」債務とは、債務の存在が確実と認めら

れるのみでは足りず、債権者による請求等により、債務者につきその債務の履行が義務付けら

れている債務であることが必要であると解すべきである。 

 これを本件についてみると、Ｃ社は、本件債務者らとの間で、平成１８年１２月２２日、平

成２０年９月２２日及び同年１２月２５日、一定額の弁済等を条件として本件債務者らに対し

てその余の本件各貸金債務を免除することを合意（平成１８年合意、平成２０年９月合意及び

平成２０年１２月合意）し、前の合意で示された条件が満たされなくても、新たな条件を設定

するなどして、いずれの合意の際も、一定の条件を満たすことを前提として免除する意向を示
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してきたのである。 

 そして、Ｃ社は、本件債務者らとの間で、平成２０年１２月合意において、本件債務者らが

平成２１年４月３０日までに６億７０００万円を弁済することを条件として、本件債務者らに

対するその余の本件各貸金債務を免除すること等を合意し、本件債務者ら及び本件相続人らは

上記弁済期限までに６億７０００万円を弁済しなかったにもかかわらず、Ｃ社は、Ｄ、本件相

続人ら、Ｅ及びＨ社との間で、同年５月１１日頃、本件覚書によって、平成２０年１２月合意

における６億７０００万円の支払期限について、平成２１年５月１１日限り６億円、同年６月

３０日限り７０００万円とすることに変更し、平成２０年１２月合意書の債務の免除に関する

条項が、引き続き有効であることを相互に確認したのである。 

 このようなＣ社の対応に照らせば、Ｃ社としては、本件相続開始の時点（平成２０年１２月

２６日）においても、平成２１年４月３０日を一応の期限としつつ、それ以降であっても、本

件債務者らから本件各貸金債務について６億７０００万円の弁済を受けた時点で、本件債務者

らに対するその余の債権については債務を免除する意向であったと認められる。 

 一方、本件債務者らは、本件各貸金債務について、債務の免除の条件こそ成就しなかったも

のの、Ｃ社が本件各貸金債務について債権を譲り受けて以降、平成１８年合意までに合計６億

９２６０万５１１６円、その後平成２０年９月合意までに合計８億０３００万６５４８円、そ

の後平成２０年１２月合意までに合計６億４６００万円をそれぞれ弁済しており、弁済自体は

継続して行っていたということができるし、Ｄは、平成２０年１２月合意の時点において、Ｉ

町の各土地及びＩ町の各建物を所有又は亡丙と共有しており、本件覚書による合意の当日であ

る平成２１年５月１１日に、Ｉ町の各土地及びＩ町の各建物（共有の建物ないし区分建物につ

いては自己の持分）を売却し、Ｃ社に対し、上記売却代金を原資に、本件覚書による合意に従

って合計６億円を弁済し、その後、Ｄは、Ｃ社に対し、７０００万円を弁済したのである。 

 このように、本件相続開始の際、将来、本件債務者ら、とりわけＤが、Ｉ町の各土地及びＩ

町の各建物（共有の建物ないし区分建物については自己の持分）を処分するなどして、本件各

貸金債務について６億７０００万円の弁済をし、本件債務を含む本件各貸金債務が免除される

可能性が相当程度あったのであって、債務者につきその債務の履行が義務付けられている債務

であることには相当の疑義があったというべきである。 

 したがって、仮に、本件債務が相続税法１４条１項に規定する「確実と認められる」債務で

あり、本件修正申告書の記載内容に錯誤があったとしても、その錯誤が客観的に明白であった

とはいうことができない（このことは、仮に、上記（２）サのＤがＣ社に対して本件修正申告

後に弁済した７０００万円の原資が実質的に上記（２）コの本件相続人らが共有する不動産の

売却代金であり、原告が本件修正申告において同不動産の共有持分を相続財産に含めていたと

しても異ならない。なお、原告は、Ｄは、本件相続開始の際、支払不能の状態であったことか

ら、亡丙のＤを主債務者とする連帯保証債務についても、控除されるべきである旨主張するが、

Ｄが破産手続開始の決定を受けたのは、本件相続開始から１年７か月が経過した平成２２年７

月●日であるし、Ｄの平成１８年１２月期～平成２１年１２月期の決算報告書等〔乙２５の１

～３、２６、２７〕によっても、Ｄが、本件相続開始の際、主たる債務者がその債務を弁済す

ることができないため保証人がその債務を履行しなければならない場合で、主たる債務者に求

償しても補填を受ける見込みがないことが客観的に認められる場合であったとまでは認める

ことができず、その他、亡丙のＤを主債務者とする連帯保証債務が、相続税法１４条１項に規
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定する「確実と認められる」債務であったことを認めるに足りる証拠はない。）。 

 しかも、本件修正申告は、大阪国税局の担当職員の慫慂により更正の請求期限の後にされた

ものであるが（前記前提事実（３））、仮に、上記慫慂が、本件債務が上記「確実と認められる」

債務に該当するにもかかわらず該当しないものと誤ってされたものであったとしても、上記職

員が故意に誤った内容の修正申告の慫慂をしたと認めるに足りる証拠はないし、上記のとおり、

本件債務が債務者につきその債務の履行が義務付けられている債務であることには相当の疑

義があったのであって、このことに、原告が税理士に相談の上、本件修正申告書を作成し、提

出したこと（争いがない）を併せ考慮すれば、本件修正申告書の記載内容の過誤の是正につい

て、税法の定めた方法以外にその是正を許さないならば、納税義務者の利益を著しく害すると

認められる特段の事情があるともいうことはできない（なお、本件債務について、最終の弁済

日である平成２１年７月３日以降、本件相続人らがＣ社から現時点で請求を受けたり、本件相

続人らにおいて債務を履行、承認するなどしたことをうかがわせる事情はなく、上記最終弁済

日から商事消滅時効期間の５年が既に経過している。）。 

 よって、原告は、本件修正申告書の記載内容の錯誤を主張することは許されず、原告の主位

的請求は理由がない。 

２ 争点２（義務付けの訴えの適法性）について 

（１）本件訴えのうち予備的請求に係る部分は、行政事件訴訟法３条６項１号所定のいわゆる非申

請型の義務付けの訴えであるところ、非申請型の義務付けの訴えは、一定の処分がされないこ

とにより重大な損害を生ずるおそれがあることに加え、その損害を避けるため他に適当な方法

がないときに限り、提起することができる。そして、損害を避けるための方法が個別法の中で

特別に法定されている場合には、「損害を避けるため他に適当な方法がない」とはいうことが

できない。 

（２）国税通則法は、２３条１項１号において、納税申告書を提出した者は、当該申告書に記載し

た課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は

当該計算に誤りがあったことにより、当該申告書の提出により納付すべき税額が過大であると

きには、当該申告書に係る国税の法定申告期限から１年以内に限り、税務署長に対し、その申

告に係る課税標準等又は税額等につき更正をすべき旨の請求をすることができる旨定め、同条

２項において、上記期間を経過した後は、同項各号において定める事由に当たる場合に限り更

正の請求をすることができる旨定めており、申告書の過誤の是正は、原則として、他の救済手

続によることは許されず、更正の請求の手続によらなければならない。 

 このように、国税通則法上は、納付すべき税額の減額を求める場合には、更正の請求の手続

によらなければならず、原則として、他の救済手続によることは許されていないことからする

と、更正の請求期間の経過前又は同法２３条２項各号所定の事由に該当する場合は、更正の請

求をすることが損害を避けるための適当な方法であると考えられるから、職権による減額更正

を求める義務付けの訴えを提起することは許されないというべきである。 

 そして、更正の請求期間の経過後であり、かつ、同項各号所定の事由に該当しない場合につ

いても、更正の請求期間等を限定して租税法律関係の法的安定を図った制度の趣旨や、非申請

型の義務付け訴訟は、一定の処分を求める法令上の申請権のない者に義務付けの訴えを認めて

申請権を認めたのと同じ救済を与えるものであり、法令上の申請権を有する者がこれを行使す

ることができなくなった場合を想定してその救済を図ろうとしたものとは解されないことか
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らすれば、やはり義務付けの訴えにより職権による減額更正を求めることはできないものとい

うべきである。 

 なお、原告は、本件においては、原告が本件申告書により申告した相続税額が客観的に正当

であったにもかかわらず、更正の請求期間の経過後に大阪国税局の担当職員から誤った指導に

基づき修正申告を慫慂され、それに応じて本件修正申告をしたのであって、更正の請求の排他

性の趣旨が妥当しない旨主張する。しかし、仮に、本件修正申告に原告主張の錯誤があったと

しても、本件修正申告の記載内容の錯誤を主張することが許される場合（前記１（１）参照）

には、国税通則法５６条１項に基づく誤納金返還請求（本件の主位的請求）に係る訴えを提起

することができることから、「損害を避けるため他に適当な方法がない」とはいうことはでき

ないし、本件修正申告の記載内容の錯誤を主張することが許されない場合には、上記の更正の

請求期間等を限定して租税法律関係の法的安定を図った制度の趣旨が妥当することから、やは

り義務付けの訴えにより職権による減額更正を求めることはできないものというべきである。 

（３）したがって、本件訴えのうち予備的請求に係る部分は、不適法であり、却下を免れない。 

３ 結論 

 以上によれば、原告の主位的請求は理由がないのでこれを棄却し、本件訴えのうち予備的請求

に係る部分は不適法であるから却下することとし、主文のとおり判決する。 

 

大阪地方裁判所第２民事部 

裁判長裁判官 西田 隆裕 

   裁判官 斗谷 匡志 

 裁判官山本拓は転補のため署名押印することができない。 

裁判長裁判官 西田 隆裕 
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別紙 

取得財産の価額（原告分） 153,031,723 円  

債務及び葬式費用の金額（原告分） 98,370,458 円  

課税価格（原告分） 54,661,000 円  

相続税の総額 72,028,465 円  

あん分割合（原告分） 0.12 

算出税額（原告分） 8,643,416 円  

税額控除計（原告分） 0 円  

差引税額（原告分） 8,643,416 円  

申告納税額（原告分） 8,643,000 円  

 


